
ハラスメント相談と問題解決のための組織図

相談者

ハラスメント防止委員
委員規程第2条

○ハラスメント防止のための情報収集、研修、啓発活動
委員規程第4条第1項第1号

○相談対応
委員規程第4条第1項第2号

○相談事案への対策実行
委員規程第4条第1項第3号

○ハラスメント調査委員会への調査要請
委員規程第4条第2項

教授会 理事会

○相談者への措置、救済

防止規程第9条

○行為者への措置・処分等

防止規程第9条

○事実の経過と措置の公表
防止規程第11条

学長 理事長
事案の報告

対策
委員規程

第4条第1項第3号

斜字は根拠となる学内規程を示す。
・防止規程＝学校法人明治薬科大学ハラスメント防止等に関する規程
・委員規程＝学校法人明治薬科大学ハラスメント防止委員会規程
・調査規程＝学校法人明治薬科大学ハラスメント調査委員会規程

相談
委員規程

第4条第1項第2号

ハラスメント防止委員会
防止規程第6条

行為者

調査要請
委員規程第4条第2項

ハラスメント調査委員会
防止規程第7条

○事実確認、救済措置等の調査・検討
調査規程第3条第1項

○調査・検討結果の報告
調査規程第3条第2項

○事案関係者からの事情聴取
調査規程第3条第3項

ハラスメント防止委員長
委員規程第2条第1項

調査結果の通知、措置、救済
防止規程第9条・第10条

調査結果報告
調査規程第第3条第2項

調査結果報告
調査規程第第3条第2項

調査結果の通知、

措置・処分等
防止規程

第9条・第10条

ハラスメント調査

委員会設置
調査規程第4条第2項
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